
国家計画の４段階の詳細 

 

（１）国家内閣は、全豪の COVID対応を、市中感染の継続的な抑制に焦点を当てた現在のワ

クチン接種が行き渡る前（pre vaccination）のものから、重篤な病気及び入院から死に至

る状況の抑制と、他の感染症の公衆衛生上の管理に焦点を当てたワクチン接種後（post 

vaccination）のものに移行させていくための国家計画を策定することに合意した。 

（２）国家内閣は、国家計画が以下の４つの段階で構成されること、また、次段階への移行

は、現在 COVID-19リスク分析・対応タスクフォース（the COVID-19 Risk Analysis and 

Response Task Force）の為に行われている科学的モデリングに基づいて、ワクチン接種適

性人口（16 歳以上）の割合として示されるワクチン接種規準値の達成によって判断される

という原則に合意した。 

 

Ａ 現在の段階(Current Phase)－ワクチンを接種し、準備し、そして試行する 

 市中感染を最小限に抑える目的で、ウイルスの抑制を継続。その為の措置には以下が含ま

れる。 

 ○全ての豪州人に必要数の適切なワクチンをできるだけ早く接種する機会を提供す    

るために、ワクチン接種計画を実施する。 

 ○デルタ株ウイルスによるリスクの高まりを踏まえ、隔離施設への負担増大を軽減する

ため、７月１４日までに全ての主要空港への商用便での到着者数を、現在の上限から一時

的に 50％削減する。 

 ○外出制限措置（lockdown）は最後の手段としてのみ執られる。 

 ○北部準州ハワード・スプリングスの国立回復施設（National Resilience Facility）で

の隔離のため、海外からのダーウィンへの帰還豪州人の受入れを増やすため、連邦政府は

商用便の増加を促進する。 

 ○国際空港の商用便渡航者数制限によって影響を受ける必須貨物供給網の維持を確保す

るため、連邦政府は国際貨物支援メカニズム（ＩＦＡＭ：International Freight 

Assistance Mechanism）を通じた更なる支援を拡大する。 

 ○ワクチン接種済みの帰国者の為の自宅隔離を含め、代替的な隔離方法の導入を試行す

る。 

 ○学生及び経済査証（economic visa）保有者を限定的に入国させる商業的試行を拡    

大する。 

 ○現在、豪州予防接種登録システム（AIR）に登録される全ての予防接種に対して自動的

に生成される、デジタルによるメディケア・ワクチン接種証明書を認証し採用する。 

 ○（出入国時の）国境におけるデジタル・ワクチン接種認証を確立する。 

 ○ワクチン接種追加免疫（booster）計画を準備する。 

 ○全豪ホテル隔離ネットワークの更なるレビューを実施する。 



Ｂ ワクチン接種後の段階（Post Vaccination Phase） 

 COVID-19 感染に伴う重篤な病気及び入院から死に至る状況を最小限に抑えるよう努める。

その為の措置には以下が含まれる。 

○外出制限措置や州境制限等において、ワクチン接種済み住民への制限を緩和する。 

 ○入院から死に至る状況の拡大を防ぐためという極限的な状況においてのみ、外出制限

措置を執る。 

 ○ワクチン未接種の帰国者に対する入国者数の上限を（50％削減前の）以前の水準に戻す

とともに、ワクチン接種済みの帰国者に対してはより大きな上限とする。 

 ○隔離方法と施設の空き状況を踏まえ、入国者数上限付きで学生及び経済査証保有者の

入国を認める。 

 ○ワクチン接種済み住民に対し、制限の少ない新たな隔離方法を導入する。 

 ○ワクチン接種追加免疫計画を準備・実施する。 

 

Ｃ 統合段階（Consolidation Phase） 

 他の感染症に対する公衆衛生上の管理と同様に、COVID-19 を管理する。その為の措置に

は以下が含まれる。 

 ○外出制限措置は執らない。 

 ○ワクチン接種追加免疫計画を継続する。 

 ○ワクチン接種済み住民を、国内での全ての制限から免除する。 

 ○ワクチン接種済み帰国者数の上限を廃止する。 

 ○学生、経済及び人道的査証保有者の入国者数上限の増加を認める。 

 ○ワクチン接種者の出国に関する全ての制限を解除する。 

 ○無制限渡航のためのトラベル・バブルを新しい候補国（シンガポール、太平洋島嶼国

（Pacific））に拡大する。 

  

Ｄ 最終段階（Final Phase） 

 他の感染症に対する公衆衛生上の管理と同様に COVID-19を管理する。その為の措置には

以下が含まれる。 

 ○ワクチン接種済みのすべての到着者に対する受入れ数制限を撤廃し、隔離なしでの入

国を認める。 

 ○搭乗前及び到着時感染検査（陰性）を条件に、ワクチン未接種者の受入れ数制限なしの

入国を認める。 

 


